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新潟県選挙管理委員会規程第３号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和５年３月10日 

新潟県選挙管理委員会委員長  天井 貞 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（ポスター掲示場の規格等） 

第34条 ポスター掲示場は、別記第25号様式に準じ

て作成しなければならない。 

２ （略） 

３ 市町村委員会は、ポスター掲示場の区画の不足

に備え、適当な数の予備区画を設けることができ

る。この場合においては、前項の規定にかかわら

ず、当該区画の使用予定の順により番号を表示す

るものとする。 

４ ポスター掲示場の区画に不足を生じたため、区

画を増設し、これに番号を付する場合についても、

前項後段の規定の例による。 

 

第25号様式（第34条関係） 

（ポスター掲示場の様式) 

（略）     （略） 

 
何選挙何選挙区ポスター掲示場 

何市(区)(町)(村)選挙管理委員会 

注意 

○ ポスターは指定された区画に 

はって下さい。 

○ この掲示場は何選挙候補者以外

の方は使用できません。 

○ 掲示板をこわしたりポスターを 

破いたりすると罰せられます。 

  

 

（略）     （略） 

備考 

 １～４ （略） 

（略） 

（ポスター掲示場の規格等） 

第34条 ポスター掲示場は、別記第25号様式に準じ

て作成しなければならない。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第25号様式（第34条関係） 

（ポスター掲示場の様式) 

（略）     （略） 
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（略）     （略） 

備考 

 １～４ （略） 

（略） 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 


